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６
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国
会
に
憲
法
改
正
の
早
期

実
現
を
求
め
る
意
見
書
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日
本
国
憲
法
は
、
昭
和
２
２
年
５
月

３
日
の
施
行
以
来
、
今
日
に
至
る
ま

で
の
約
７
０
年
間
、
一
度
の
改
正
も

行
わ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
、
我
が

国
を
巡
る
内
外
の
諸
情
勢
は
劇
的
な

変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

我
が
国
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
情
勢

は
、
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
事

態
に
直
面
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家

族
、
環
境
な
ど
の
諸
問
題
や
大
規
模

災
害
等
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
状
況
の
変
化
を
受
け
、

様
々
な
憲
法
改
正
案
が
各
政
党
、
民

間
団
体
等
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

国
会
で
も
、
平
成
１
９
年
の
国
民
投

票
法
の
成
立
を
機
に
憲
法
審
査
会
が

設
置
さ
れ
、
憲
法
改
正
に
向
け
た
制

度
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
新

た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
憲
法
に
改

め
る
た
め
、
国
会
に
お
い
て
憲
法
改

正
案
を
早
期
に
作
成
し
、
国
民
が
自

ら
判
断
す
る
国
民
投
票
を
実
現
す
る

よ
う
強
く
求
め
る
。

平
成
２
６
年
１
０
月
６
日

「憲法」という国の最高法規にかかわる問

題について、綾部市民の中での議論はほと

んどされていません。

このような中、市民の代表である市議会

として、「憲法を変えることを求める」意

見書提出は暴挙ではないでしょうか？
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９
月
定
例

議
会
に
、

日
本
会
議

綾
部
支

部
な
ど

か
ら

「

憲

法

改
正
を
求
め
る

請
願
」
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

「
採
択
し
な
い
で
」
「
９

条
を
守
れ
」
「
市
民
の
声

を
聞
き
慎
重
に
審
議
を
」

と
、
４
０
人
を
超
え
る
市

民
が
傍
聴
に
駆
け
つ
け
る

中
、
総
務
教
育
建
設
委
員

会
（
相
根
一
雄
委
員
長
・

９
人
）
で
審
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
日
本
共

産
党
の
質
問
「
な
ぜ
改
正

が
必
要
な
の
か
」
「
ど
こ

を
改
正
す
る
の
か
」
に
対

し
て
、
紹
介
議
員
や
請
願

提
出
者
は
「
７
０
年
も
変

わ
っ
て
い
な
い
」
「
（
ど

こ
を
変
え
る
の
か
）
言
わ

な
い
」
と
憲
法
論
議
を
回

避
し
た
ま
ま
、
審
議
か
ら

わ
ず
か
１
時
間
で
討
論
を

打
ち
切
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

吉
崎
議
員
（
共
産
）
提

出
の
「
公
聴
会
開
催
の
動

議
」
を
、
相
根
委
員
長
が

無
視
し
、
討
論
打
ち
切
り

の
採
決
に
入
ろ
う
と
し
た

た
め
混
乱
。
４
５
分
後
に

再
開
し
た
委
員
会
で
は
、

民
政
会
・
創
政
会
・
新
政

会
の
全
員
が
「
討
論
打
ち

切
り
」
「
公
聴
会
開
催
動

議
」
も
議
論
す
る
こ
と
な

く
否
決
し
請
願
を
強
行
採

決
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
委
員
会
運

営
に
綾
部
市
議
会
初
め
て

「
委
員
長
不
信
任
」
の
動

議
が
日
本
共
産
党
か
ら
提

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
否
決

さ
れ
ま
し
た
。

「憲法を守れ、採択するな」と４０人の委員会傍聴の中…

「憲法改正を求める」請願を共産党以外の賛成で採択

採択した請願は「意見書」として本会議で可決され国に送付

提出の意見書案は下記参照

総務
教育
建設
委員
会

審査
の様
子は

請願審査が行われた総務教育建設委員会

「
憲
法
改
正
を
求
め
る
」

請
願

●
提
出
者

木
下
義
信
（
元
市
会

議
員
）
・
元
古
保
弘

（
日
本
会
議
京
都
北
部

支
部
綾
部
地
区
会
長
）
・

芦
田
文
雄
（
日
本
会

議
京
都
北
部
支
部
幹
事

長
）
・
梅
原
哲
史
（
日

本
会
議
京
都
北
部
支
部

事
務
局
長
）

●
紹
介
議
員

高
倉
武
夫
（
民
政
会
）

高
橋
輝

（
創
政
会
）

●
内
容

右
枠
の
意
見
書
と
ほ

ぼ
同
様



議員名 「憲法改正」意見
書の態度

日
本共
産
党

堀口達也 反対

搗頭久美子 反対

吉崎 久 反対

井田佳代子 反対

民
政
会

相根一雄 賛成

高倉武夫 賛成
松本幸子 賛成

種清喜之 賛成

創
政
会

高橋 輝 賛成
塩見麻理子 賛成
波多野文義 賛成
荒木敏文 賛成

新
政
会

久木康弘 賛成

村上宣弘 賛成

片岡英晃 賛成

公明党 森 義美 退場

副議長 吉崎 進 賛成

議長 安藤和明

日
本
共
産
党
議
員
団
の

吉
崎
久
議
員
が
反
対
討
論

を
行
い
ま
し
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
恒
久

平
和
主
義
・
国
民
主
権
・

基
本
的
人
権
の
尊
重
を
原

則
に
し
た
日
本
の
最
高
法

規
。
国
家
が
国
民
に
対
し

て
権
力
を
み
だ
り
に
使
え

な
い
よ
う
に
制
限
を
か
け

て
い
る
の
が
憲
法
だ
。

特
に
憲
法
９
条
に
は
、

世
界
中
か
ら
高
い
評
価
が

寄
せ
ら
れ
、
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
に
も
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
日
本
国
憲
法
を
、

「
早
期
に
変
え
よ
」
と
い

う
意
見
書
が
提
案
さ
れ
た

が
、
な
ぜ
変
え
る
の
か
と

い
う
質
問
に
も
明
確
な
答

え
が
な
か
っ
た
。

議
会
と
し
て
は
、
国
民

的
議
論
を
保
障
す
る
こ
と

に
力
を
注
ぐ
べ
き
で
は
な

い
か
。

意
見
書
の
問
題
点
と
し
て

①
「
憲
法
施
行
以
来
、
一

度
も
改
正
さ
れ
て
い
な
い
」

こ
と
が
改
正
の
理
由
に
は

な
ら
ず
、
「
一
度
も
改
正

さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
は

現
憲
法

が
国
民

に
支
持

さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
。

②
「
我
が
国
を
取
り
ま
く

東
ア
ジ
ア
情
勢
は
、
一
刻

の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
事

態
」
に
つ
い
て
、
周
辺
諸

国
と
の
関
係
が
悪
化
し
て

い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、

原
因
が
日
本
国
憲
法
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
安
倍
内

閣
の
歴
史
認
識
等
が
原
因

だ
。
北
朝
鮮
問
題
は
、
６

カ
国
協
議
が
基
本
で
あ
り
、

最
悪
の
事
態
は
個
別
的
自

衛
権
行
使
が
現
憲
法
下
で

も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

良
好
な
外
交
は
、
い
た

ず
ら
に
脅
威
を
あ
お
る
の

で
は
な
く
平
和
的
な
対
話

で
実
現
す
る
べ
き
。

③
憲
法
改
正
の
「
国
民
投

票
を
求
め
る
」
は
、
世
論

調
査
で
は
「
憲
法
改
正
反

対
」
が
上
回
っ
て
い
る
。

も
っ
と
議
論
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

綾
部
市
は
１
９
５
０
年

（
Ｓ
２
５
）
に
「
世
界
連

邦
都
市
宣
言
」
を
日
本
で

初
め
て
宣
言
し
、
「
日
本

国
憲
法
を
貫
く
平
和
精
神

に
基
づ
き
永
久
平
和
確
立
」

を
宣
言
し
て
い
る
。

い
ま
、
現
憲
法
を
生
か

し
た
国
、
地
方
政
治
の
推

進
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
共
産
党

「
憲
法
改
正
を
求
め
る
意
見
書
」
へ
の
反
対
討
論

「憲法改正」の意見書に対する

各議員の態度

１
９
９
７
年
設
立
の
「
日
本
会
議
」

は
日
本
最
大
の
右
翼
組
織
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
日
本
会
議
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
は
、
「
天
皇
を
国
家
元
首
に
」
と
あ

り
、
現
憲
法
で
謳
わ
れ
た
「
主
権
在
民
」

を
否
定
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
現
憲

法
９
条
２
項
の
「
戦
力
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
認
め
な
い
」
を
改
正
し

て
自
衛
隊
を
「
国
防
軍
」
と
す
る
こ
と

を
主
張
。
さ
ら
に
、
「
夫
婦
別
姓
の
導

入
」
や
「
男
女
共
同
参
画
条
例
」
を
敵

視
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
憲
法
改
正
、
愛
国
心
教
育
、

「
自
虐
的
」
な
歴
史
教
育
の
是
正
、
戦

後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
、
な
ど
自
民

党
安
倍
政
権
が
掲
げ
る
政
策
そ
の
も
の

で
す
。

そ
し
て
、
日
本
会
議
を
支
持
す
る
日

本
会
議
国
会
議
員
懇
談
会
に
は
安
倍
内

閣
の
ほ
と
ん
ど
の
閣
僚
が
参
加
し
て
い

ま
す
。

自
民
党
の

「
憲
法
改
正
草
案
」
と
は

第
一
条
で
、
現
憲
法
で
天

皇
は
「
象
徴
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

自
民
案
で
は
「
日
本
国
の
元
首
」
。

自
民
案
で
は
新
た
に
第
三
条
で
「
国
旗

は
日
章
旗
、
④
国
歌
は
君
が
代
」
と
し

「
日
本
国
民
は
国
旗
、
国
歌
を
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記
。

特
に
第
二
章
「
戦
争
の
放
棄
」
を
自

民
案
で
は
「
安
全
保
障
」
と
書
き
換
え
、

第
九
条
の
二
で
は
「
内
閣
総
理
大
臣
を

最
高
指
揮
官
と
す
る
国
防
軍
を
保
持
す

る
」
と
し
、
現
憲
法
の
「
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」

を
削
除
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
国
防

軍
に
審
判
所
を
置
く
」
と
軍
法
会
議
の

設
置
を
規
定
。

安
倍
政
権
は
す
で
に
、
「
秘
密
保
護

法
」
や
「
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
」

で
、
自
民
党
改
憲
の
内
容
を
実
施
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

請
願
提
出
の
「
日
本
会
議
」
っ
て
？

自
民
党
と
の
関
係
は
？

議
会
傍
聴
の
べ
８
０
人
、
「
憲
法

改
正
に
賛
成
し
な
い
で
」
の
フ
ァ
ッ

ク
ス
が
議
会
に
２
８
通
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。

フ
ァ
ッ
ク
ス
の
内
容
は

●
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
短
時

間
の
議
論
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
恐

怖
心
を
抱
き
ま
す
。
意
見
書
は
市
民

の
多
数
の
声
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
一
般
市
民
的
に
は
世
論
の
盛
り
上

が
り
も
な
く
、
余
り
に
も
突
然
で
採

択
は
拙
速
す
ぎ
る
。

●
憲
法
を
変
え
た
い
議
員
さ
ん
は
ど

こ
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
い
の
か
、

具
体
的
に
示
し
市
民
に
も
知
ら
せ
て

ほ
し
い
。

●
日
本
会
議
は
「
９
条
２
項
を
改
正

し
て
自
衛
隊
を
国
防
軍
」
と
述
べ
、

日
本
国
憲
法
の
「
平
和
主
義
」
を
憲

法
上
も
変
え
よ
う
と
い
う
こ
と
。
世

界
連
邦
都
市
宣
言
を
し
た
自
治
体
で

憲
法
の
平
和
主
義
を
変
え
る
こ
と
に

賛
成
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
連
れ
の
若
い
お
母
さ
ん
の

感
想
は

●
こ
ん
な
簡
単
に
憲
法
の
こ
と
が
決

め
ら
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
。

●
（
委
員
会
で
）
憲
法
改
正
に
つ
い

て
意
見
を
言
わ
な
い
で
賛
成
す
る
議

員
も
あ
り
び
っ
く
り
し
た
。

な
ど
た
く
さ
ん
の
抗
議
や
感
想
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。


